
 

 

令和 7年度の放課後児童クラブについて、次のとおり入会申込みを受付けます。入会を希望される方

は、手続きをお願いします。 

自動更新ではありません。令和 6年度利用中の方も申込みが必要です。 
 放課後児童クラブとは                                      

保護者等が昼間、就労等で自宅にいないご家庭の小学生児童を対象に、放課後に適切な遊びや生活の場を提供し、

児童の健全育成を図るものです。 

 入会の要件                                           
・ 西条市内の小学校に在籍していること。 

・ 保護者および１８歳以上６５歳未満の同居家族が下記「入会を必要とする理由」に該当すること。 

＊同居とは、世帯分離・同じ敷地の２世帯住宅や離れ住宅を含みます。 

・ 前年度までの保護者負担金に未納がないこと。 

 申込方法                                          

■申請書配布・ダウンロード開始日 

 令和 7年 1月８日（水）～ 

■申請書配布場所 

 各児童クラブ及び本庁 4階学校政策課、右記 QRコード 

■提出書類 

① 児童クラブ入会申込書     

② 同意書兼誓約書 

③ 児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収に関する申出書 

 ＊３か月以上保護者負担金を滞納された場合、児童手当から徴収いたします。 

④ 保護者および１８歳以上６５歳未満の同居家族の「入会を必要とする理由」の証明書 

入会を必要とする理由 

就
労 

会社等に常勤、パート等で勤務、内職 保護者の病気等 

自営業、農業、漁業 親族等長期入院等の介護、看護 

出産（産前産後２か月） 保護者の就学 

入会を必要とする理由の必要書類は、西条市ホームページでご確認ください。 

■提出場所 

 各小学校区の児童クラブ（月～土曜日の活動時間中） 

本庁新館 4階学校政策課（月～金曜日の 8：30～17：15）  

■提出期間   

令和７年１月２０日（月）～ １月３１日（金） 

＊令和７年４月１日から利用の方は、必ず期限内に申込をしてください。 

＊夏休み等長期休暇のみの利用の方も上記期間内に申込できます。 

＊年度途中でも受付できる場合がありますので、入会が必要になった時はご相談ください。 

＊入会決定は先着順ではありません。提出書類の審査により決定します。 

 

 

令和７年度 放課後児童クラブ 入会のご案内 

 

 

西条市ホームページ

申込書ダウンロード    

お問合せ先 

西条市教育委員会事務局 学校政策課 地域学校協働係 

℡ ０８９７－５２－１７２８  



 児童クラブの概要                                            

■開設日 
令和 7年４月１日から令和 8年３月３１日までの月曜日から土曜日 

■開設時間 
学校授業日：放課後から午後６時まで 

学校休業日：午前７時３０分から午後６時まで 

＊土曜日や夏休み等の長期休暇、学校行事（参観日、運動会等）での振替休業日等学校休業日も開設します。 

■閉室日 

①日曜日及び国民の祝日             ②年末・年始（１２月２９日～１月３日） 

③台風・集団風邪等で、学校が臨時休校となった時 ④登校後に警報等の発表により途中下校となった時 

⑤その他、市長が定める日 

＊緊急連絡はマチコミメールでお知らせしています。学校とは別になりますので追加登録をお願いします。 

■土曜日の開設 

西条地区   橘児童クラブは氷見児童クラブと合同実施 

東予地区   庄内児童クラブは楠河児童クラブと合同実施 

丹原地区   徳田児童クラブ・田野児童クラブは丹原児童クラブと合同実施 

＊利用状況によっては、他の児童クラブも合同実施になることがあります。 

■保護者負担金 

＊負担金の納入は原則口座振替となります。 

  

 

 

 

 

 

注意事項                                            

＊児童クラブは、安全確保のため児童クラブ教室までのお迎えが原則です。 

活動終了時間は午後６時となっております。就労時間を長時間過ぎてのお迎えや、児童の希望による遅い時

間のお迎え等はご遠慮ください。 

＊学校休業日と給食がない日は昼食（弁当等）が必要です。 

＊児童クラブ利用に関するルールに違反する場合は、退会をお願いすることがあります。 

 開設場所                                 

 
西条 禎瑞児童クラブ(禎瑞小学校) 吉岡児童クラブ(東予西児童館) 徳田児童クラブ(徳田公民館) 

西条児童クラブ(西条小学校） 氷見児童クラブ(氷見小学校) 三芳児童クラブ(東予北地域交流センター) 田滝児童クラブ(田滝小学校) 

神拝児童クラブ(神拝小学校) 東予 楠河児童クラブ(楠河小学校) 小松 

大町児童クラブ(大町小学校) 周布児童クラブ(周布小学校） 庄内児童クラブ(旧庄内幼稚園) 石根児童クラブ(石根公民館) 

玉津児童クラブ(玉津小学校) 吉井児童クラブ(吉井小学校) 丹原 小松児童クラブ(小松小学校) 

飯岡児童クラブ(飯岡小学校) 多賀児童クラブ(多賀小学校) 丹原児童クラブ(丹原小学校)  

神戸児童クラブ(神戸小学校) 壬生川児童クラブ(壬生川小学校) 中川児童クラブ(中川小学校)  

橘児童クラブ(橘小学校) 国安児童クラブ(国安小学校) 田野児童クラブ(田野公民館)  

 

 月額（8月以外） 月額（８月） 

市民税課税世帯 3,000円 6,000円 

市民税非課税世帯 1,500円 3,000円 

２人目以降の児童（同月利用の場合のみ） 1,500円 3,000円 

生活保護世帯   0円   0円 


